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令和７年度福島県立視覚支援学校 

幼稚部入学者選考実施要綱 

 

令和７年度福島県立視覚支援学校幼稚部（以下「幼稚部」という）の入学者選考は、こ

の要綱によって実施する。 

 

Ⅰ 入 学 者 募 集 

 

 １ 募 集 定 員     

 

 ３歳児 ５名程度 

 ４歳児 ５名程度 

 ５歳児 ５名程度 

 

 ２ 出 願 資 格    

 

 １ 満３歳から小学校就学の始期に達するまでの者。 

 

２ 視覚に障がいのある者等のうち福島県立視覚支援学校で教育相談を受けた者。 

 

 ３ 募 集 要 項    

 

 幼稚部においては、この実施要綱に基づいて募集要項を作成する。 

 

Ⅱ 選 考 

 

 １ 出     願    

 

 １ 募 集 範 囲 

      原則として県下一円とし、特別の場合は県教育委員会と協議して決定する。 

 ２ 出 願 資 格                                                                      

     この要綱に示した 「Ⅰ 入学者募集  ２ 出願資格  」 に定めるところによ

る。 

１ 



 ３ 出 願 方 法 

（１） 入学を希望する者は、福島県立視覚支援学校の教育相談を事前に受け、保護者が 

「入学志願書」（別記様式第１号）に必要事項を記入し、直接、福島県立視覚支援学

校長に出願する。 

（２） 郵送で出願する場合は、書留（簡易書留も可）として、福島県立視覚支援学校長 

宛に郵送する（消印有効）。 

 

 ４ 出 願 期 間 

   令和６年１０月１日（火）から１１月２９日（金）までとする。受付時間は午前９時

から午後４時までとする。 

ただし、土曜日、日曜日及び祝日は受け付けない。 

    

 ５ 出 願 に 必 要 な 書 類 

（１） 入学志願書（別記様式第１号により、学校において作成したもの） 

（２） 学校教育法施行令第２２条の３に定められた視覚障がいのあることを証明する書 

類（「身体障害者手帳」の写しや医師の診断書又は意見書など） 

  （３）  入学検定料は徴収しない。 

 

６ 出 願 の 取 消 し 

   出願を取り消す場合は、出願取消届（別記様式第２号）を直接、福島県立視覚支援

学校長に提出する。 

 

 ２ 入 学 者 選 考    

 

１ 選 考 方 法 

   福島県立視覚支援学校長は、事前の教育相談内容、対象幼児・保護者面接の結果を資

料とし、総合的に判定して選考する。 

 

    面    接    

 

（１） 令和７年度福島県立視覚支援学校幼稚部入学者選考は、福島県立視覚支援学校に 

おいて行う。 

（２） 選考の期日、時間等については、福島県立視覚支援学校長が出願者及びその保護 

者に別に通知する。 

 

２ 



  合   否   判   定  

   

  選考に当たっては、事前の教育相談内容、対象幼児・保護者面接の結果に基づき、総 

合的に判定する。 

 

 ２ 選 考 結 果 の 発 表 

    選考結果（合否の判定）については、合格者に対し、校長は選考結果通知書（別記様

式第３号）を交付する。 

 

 ３ 入 学 辞 退 の 手 続  

合格者のうち、入学を辞退する者は、入学辞退届（別記様式第４号）を直接、福島

県立視覚支援学校長に提出する。 

 

 ３ その他必要な事項   

（１） 幼稚部に入学を希望する者は、入学者選考実施日の前までに福島県立視覚支援学 

校が実施する教育相談を受けるものとする。 

 

（２） 出願期間以外で入学の希望があった場合については、随時出願を受け付け、入学 

者選考を行うことができるものとする。受付時間は、「Ⅱ 選考  １ 出願  」 

の 「４ 出願期間 」 に定めるところによる。 
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令和７年度福島県立聴覚支援学校 

幼稚部入学者選考実施要綱 

 

令和７年度福島県立聴覚支援学校幼稚部（以下「幼稚部」という）の入学者選考は、こ

の要綱によって実施する。 

 

Ⅰ 入 学 者 募 集 

 

 １ 募 集 定 員     

 

 募集定員は各校以下のとおりとする。 

 ３歳児 ５名程度 

 ４歳児 ５名程度 

 ５歳児 ５名程度 

 

 ２ 出 願 資 格    

 

 １ 満３歳から小学校就学の始期に達するまでの者。 

 

２ 聴覚に障がいのある者等のうち対象となる地域（募集範囲）の各校で教育相談を受け

た者。 

 

 ３ 募 集 要 項    

 

 幼稚部においては、この実施要綱に基づいて募集要項を作成する。 

 

Ⅱ 選 考 

 

 １ 出     願    

 

 １ 募 集 範 囲 

      募集範囲は以下のとおりとする。 

本 校（郡山市）   ：県中地区  県南地区 

４ 



    福島校（福島市）   ：県北地区  相双地区北部（相馬地方） 

    会津校（会津若松市） ：会津地区  南会津地区 

    平 校（いわき市）  ：いわき地区 相双地区南部（双葉地区） 

 

 ２ 出 願 資 格                                                                      

     この要綱に示した 「Ⅰ 入学者募集  ２ 出願資格  」 に定めるところによる。 

 

  

３ 出 願 方 法 

（１） 入学を希望する者は、対象となる地域の各校の教育相談を事前に受け、保護者が 

「入学志願書」（別記様式第１号）に必要事項を記入し、直接、福島県立聴覚支援学  

校長に出願する。 

（２） 郵送で出願する場合は、書留（簡易書留も可）として、福島県立聴覚支援学校長 

宛に郵送する（消印有効）。 

 

 ４ 出 願 期 間 

   令和６年１０月１日（火）から１１月２９日（金）までとする。受付時間は午前９時

から午後４時までとする。 

ただし、土曜日、日曜日及び祝日は受け付けない。 

    

 ５ 出 願 に 必 要 な 書 類 

（１） 入学志願書（別記様式第１号により、学校において作成したもの） 

（２） 学校教育法施行令第２２条の３に定められた聴覚障がいのあることを証明する書 

類（「身体障害者手帳」の写しや医師の診断書又は意見書など） 

  （３）  入学検定料は徴収しない。 

 

６ 出 願 の 取 消 し 

   出願を取り消す場合は、出願取消届（別記様式第２号）を直接、福島県立聴覚支援

学校長に提出する。 

 

 ２ 入 学 者 選 考    

 

１ 選 考 方 法 

   福島県立聴覚支援学校長は、事前の教育相談内容、対象幼児・保護者面接の結果を資

料とし、総合的に判定して選考する。 

５ 



    面    接    

 

（１） 令和７年度福島県立聴覚支援学校幼稚部入学者選考は、対象となる地域の各校に 

おいて行う。 

（２） 選考の期日、時間等については、福島県立聴覚支援学校長が出願者及びその保護 

者に別に通知する。 

 

  

 合   否   判   定  

   

  選考に当たっては、事前の教育相談内容、対象幼児・保護者面接の結果に基づき、総 

合的に判定する。 

 

 ２ 選 考 結 果 の 発 表 

選考結果（合否の判定）については、合格者に対し、校長は選考結果通知書（別記様

式第３号）を交付する。 

 

 ３ 入 学 辞 退 の 手 続  

合格者のうち、入学を辞退する者は、入学辞退届（別記様式第４号）を直接、福島

県立聴覚支援学校長に提出する。 

 

 ３ その他必要な事項   

（１） 幼稚部に入学を希望する者は、入学者選考実施日の前までに、対象となる地域の 

各校が実施する教育相談を受けるものとする。 

 

（２） 出願期間以外で入学の希望があった場合については、随時出願を受け付け、入学 

者選考を行うことができるものとする。受付時間は、「Ⅱ 選考  １ 出願  」 

の 「４ 出願期間 」 に定めるところによる。 

 

 

 

 

 

 

 

６ 



そ の 他 

  

この要綱に定めるものの他、必要な事項及び特別な事情が生じた場合の措置は、県教育委

員会教育長がこれを定める。 

 

 

  附則 

    この要綱は、令和６年７月２４日から施行する。 
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　貴校幼稚部に入学を志願いたします。

・自宅より通学 （　自家用車　　　　徒歩　　　　　その他　）

・施設より通学 （　施設名　　　　　　　　　　　　　　　　）

・その他　 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（注）入学志願書提出後に住所等の変更が予定される場合には、その旨備考欄に記入すること。

連絡先
携帯：

自宅：

氏　　名

氏　　名

（保護者自署）

　様式１

　　月　　日受付

第　　　　　号

令和７年度　入学志願書

令和　　年　　月　　日

　福島県立○○支援学校長　様

幼 児 氏 名

保護者氏名

幼

児

現

住

所

郵便番号（　　　－　　　　） ふりがな

　　　年　　　月　　　日生年月日

通
学
方
法

備
　
考

保

護

者

現

住

所

郵便番号（　　　－　　　　） ふりがな

続　　柄
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（保護者自署）保護者氏名

  貴校幼稚部に出願しましたが、これを取り消しますのでお届けします。

令和　　年　　月　　日

　様式２

出　願　取　消　届

　　月　　日受付

第　　　　　号

   福島県立○○支援学校長　様

幼 児 氏 名

９



令和　　年　　月　　日

幼 児 氏 名

入 学 許 可 年 月 日 　　令和　　　　年　　　　月　　　　日

　様式３

保護者氏名 様

　　福島県立○○支援学校（　　　　）校　幼稚部

選 考 結 果 通 知 書

学 校 ・ 学 部

幼児氏名

福島県立○○支援学校長　

保 護 者 続柄

　下記の者について、本校幼稚部の入学を許可します。

記

1０



（保護者自署）

幼 児 氏 名

　貴校幼稚部への入学該当者である旨の通知をいただきましたが、都合により入学を辞退しますの
でお届けします。

　様式４

　　月　　日受付

第　　　　　号

入　学　辞　退　届

令和　　年　　月　　日

　福島県立○○支援学校長　様

保護者氏名

1１



　貴校幼稚部に入学を志願いたします。

・自宅より通学 （　自家用車　　　　徒歩　　　　　その他　）

・施設より通学 （　施設名　　　　　　　　　　　　　　　　）

・その他　 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（注）入学志願書提出後に住所等の変更が予定される場合には、その旨備考欄に記入すること。

福島 光太 郎

　様式１

　　月　　日受付

第　　　　　号

令和７年度　入学志願書

令和〇年　○月○○日

　福島県立○○支援学校長　様

（　記　入　例　）

幼 児 氏 名

幼

児

現

住

所

郵便番号（９９９－１１１１）

福島市森合町△△番地

ふりがな ふくしま　こうたろう

氏　　名 福島　光太郎

通
学
方
法

備
　
考

令和〇〇年〇〇月〇〇日生年月日

保

護

者

現

住

所

郵便番号（　　　－　　　　）

　　　　　　同　　上

ふりがな ふくしま　たろう

福 島 太 郎

父

連絡先
自宅：０２４－○○○－○○○○

携帯：０９０－○○○○－○○○○

氏　　名 福島　太郎

続　　柄

（保護者自署）保護者氏名

1２



 学校教育法施行令第２２条の３ 

 

区   分 障 害 の 程 度 
視 覚 障 害 者 両眼の視力がおおむね０.３未満のもの又は視力以外の視機

能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通

常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困

難な程度のもの 
聴 覚 障 害 者 両耳の聴力レベルがおおむね６０デシベル以上のもののう

ち、補聴器等の使用によつても通常の話声を解することが

不可能又は著しく困難な程度のもの 
 

 

 

１３ 


